
 
競争参加資格停止措置の概要 

 
 
１ 競争参加資格停止措置業者名及び住所 
（１）競争参加資格停止措置業者名 
   有限会社スマイルクリーン 

（２）住所 
   岡山県岡山市北区今２丁目３－２７ 
 
２ 競争参加資格停止措置期間  
  令和７年１０月３０日から令和８年４月２９日まで６ヶ月 

 
３ 競争参加資格停止措置理由 

＜該当案件＞ 
令和６年１１月～令和９年度施設清掃業務（加古川訓練センター） 

 
 ＜停止措置理由＞ 

契約締結後、不誠実な行為により契約の履行が担保されなかったことは、第３条別表第

２第１２号（不正又は不誠実な行為）に該当する。 
 

 
＜平成２３年達第８９号 別表第２＞ 

 
（不正又は不誠実な行為） 

12 別表第１及び前各号に掲げる場合のほか、業務

に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方

として不適当であると認められるとき。 

 

 
 

当該認定をした日から１ヶ月以上９

ヶ月以内 

 

 
 
 

 問い合わせ先 

  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構契約第二課契約第二係 

  ＴＥＬ ０４３‐２１３‐６４３７、６４３８、６４３９ 

 
 


